
番号 項目 箇所 質問 回答

1 募集要項 ５応募資格（８）

監査時に指摘事項があった場合は改善報告書の

提出とともに適切な運営をしておりますが、一

部見解の相違により指摘内容について自治体と

協議継続中につき、監査結果そのものが未確定

のものがございます。

なお、当該事項については協議が完了次第、必

要に応じて速やかに対応をしてゆきます。

上記につきまして、今回の公募への応募にあ

たっては問題ないものと認識しておりますが、

相違ありませんでしょうか。

問題ありません。

2 募集要項 ９実施業務（２）ウ
「ウ　その他、町が指定する業務」は具体的に

何を指していますか。

例えば、インクルーシブ保育に関係する事業（児童発達支援事業、相談支援事業）や、

インクルーシブな地域づくりに資するような事業を考えています。

3 募集要項 １１安全管理
「必要な保険」とは具体的に何を指しています

か。
建物等の災害共済保険を指しています。

4 募集要項 １３募集等（６）エ

情報公開にあたって事業者から非開示部分を示

すことは可能でしょうか。

事前に非開示としたい箇所を示す必要がござい

ますか。

事業者から非開示部分を示されることは可能です。非開示としたい箇所を示してくださ

い。

5 募集要項 １４審査等（３）ウ 二次審査出席者に指定はございますか。 指定はありません。

6
別紙1施設等概

要
５施設の内容

各保育室の面積は壁芯面積でしょうか。有効面

積をご教示ください

保育室の有効面積は次のとおりです。

乳児室・ほふく室43.37㎡、2歳児保育室34.51㎡、3歳児保育室34.51㎡、4歳児保育室

34.50㎡、5歳児保育室34.42㎡

7
別紙1施設等概

要

７定員及び児童数（令

和７年４月１日現在）

こばたけ保育所の年齢別定員内訳を教えてくだ

さい。
年齢別定員数は定めておりません。

8
別紙1施設等概

要

８開所時間及び休日

（１）

開所時間はこばたけ保育所と同様にする必要が

ありますか。

延長保育の実施は可能でしょうか。

開所時間は、事業者で決めていただいて構いません。

延長保育の実施は可能です。

9
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（１）

エ

具体的な事業内容をご教示ください。また、実

施要綱および交付要綱をご提供ください。

この事業は、就学前の児童が通常保育の中ではなかなか経験できない未体験の経験やよ

り充実した経験や体験をさせることを目的とし、保育内容の充実と保育の魅力向上を推

進するために実施しています。要綱は別紙１のとおりです。
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10
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（１）

オ

具体的な事業内容をご教示ください。公私連携

型保育所は対象外でしょうか。また、実施要綱

および交付要綱をご提供ください。

この事業は、就学前の児童が英語にふれあい親しみや関心を持つことを推進するため、

民間保育所等で児童に対して、講師による英語教育を推進する事業で、必要な経費を補

助するものです。

補助対象者は、認可された町内の民間の保育所、認定こども園又は学校教育法による私

立幼稚園の設置者としています。要綱は別紙２のとおりです

11
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（１）

ク

具体的な取り組み、実施内容をご教示くださ

い。

毎月１回、子育て応援課との情報連携のための定例会。

小学校に就学する児童に関する保育所・認定こども園、小学校、子育て応援課との連携

会議。

町立保育所と子育て応援課の連携会議（公私連携保育法人の参加は不要です）

その他、必要に応じ連携しています。

12
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（１）

ケ

保育所保護者会とはどういったものでしょう

か。また、褒美等の内容をご教示ください

こばたけ保育所保護者会は、家庭と保育所とが児童保育の責任を全うして児童の福祉を

図ることとしています。役員として、会長、副会長、理事、監事　を保護者から選出

し、会計（事務局）は保育所職員が担当しています。

会費は児童１人あたり年間1,000円で、保護者が負担します。

【行事】

・5月頃開催される地区民運動会（小畠・来見・高蓋）への参加‥地域の中にある保育所

なので、地域への行事に参加してきました。踊りや簡単な親子競技を行っています。

・親子旅行（大型バスで近隣市町の動物園や公園に行っています。）

・お楽しみ会（夕方から保護者を呼んで夏祭りのようなイメージで開催しています。）

・運動会（保育所単独で運動会を行います）

各行事の前に役員会を行い、行事内容の協議を行っています。

褒美は、運動会の褒美（メダル・タオルなどの品物）と年長児退所記念品（１年生に

なって活用できるような品物）と在所児にも品物を贈っていました。

保護者会の在り方については、公私連携保育法人と保護者間で協議されることを望みま

す。
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13
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（１）

サ

スポーツ振興センターへの加入は必須でしょう

か。保護者負担を求めない場合、費用に係る補

助はございますか。

スポーツ振興センターへの加入は必須ではありませんが、入所児童の事故、ケガ等に対

応できる傷害保険には加入をお願いします。なお、それに対する費用の補助は考えてお

りません。

14
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（１）

ス】

法人独自の保育アプリへ

の移行は可能でしょう

か。

法人独自の保育アプリへの移行は可能でしょう

か。
移行することは可能です。

15
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（２）

ア

補助金交付要綱をご提供ください。

本事業は別紙５に記載の「一時保育サービス」

と同じでしょうか。

町内在住の方の利用料無料については補助金が

あるのでしょうか。

本事業は別紙５に記載している「一時保育サービス」と同様のものです。

町内在住の方の利用料無料に係る補助は行います。

この事業は、事業実施委託契約により実施していただくことになります。委託料につい

ては、委託を行う際協議します。

16
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（２）

イ

子ども子育て交付金を活用した地域子育て支援

拠点事業を実施することは可能でしょうか。

地域子育て支援拠点は町内１か所で実施しています。子ども・子育て支援事業計画に基

づき実施することになりますので、新たに事業実施することは考えておりません。交付

金を活用せず、独自事業として実施していただくことは可能です。

17
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（２）

ウ

病後児保育の実施は必須でしょうか
病後児保育の実施は、今回の募集要件には入れていませんが、公私連携保育法人が決定

してから、協議をさせていただければと考えています。

18
別紙1施設等概

要

９こばたけ保育所での運

営業務について（４）

「地域で実施される各種行事への参加」の具体

的なスケジュール、頻度、休日参加の場合の人

件費負担についてご教示ください。

・地区民運動会　5月頃（保育所長が会議に参加　3回程度、運動会当日は必要最低限で

職員出勤）

・さんわふるさとフェア　10月頃（保育所長が会議に参加　2回程度、当日は入所児の絵

の展示、開会式での発表、必要最低限で職員出勤）

・休日出勤の人件費補助は考えておりません。勤務シフトで対応をお願いします。
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19
別紙1施設等概

要

１０建物等の災害共済

加入について

建物貸与のため引き続き貴町にて加入されると

いう認識で良いでしょうか。
問３を参照願います。

20

別紙２公私連携

型保育所の設置

及び運営に関す

る協定書（案）

第７条（６）

福祉サービス第三者評価は3年に1回受審必須と

のこと、給付費の加算は5年に1回対象となりま

すが町で別途補助金はございますか。

また、こばたけ保育所及び町内の私立保育所の

受審頻度をご教示ください。

協定書は（案）としてお示ししていますので、公私連携保育法人が決定してから、協議

をさせていただければと考えています。

21

別紙２公私連携

型保育所の設置

及び運営に関す

る協定書（案）

第９条（２）

「貸付けた施設等の修繕や改修等については、

甲の許可を得たうえで乙の負担と甲の許可を得

たうえで～」と記載ございますが、急を要する

修繕の場合の対応についても記載いただきたい

です。

急を要する修繕の場合にも、町に一報入れていただくようお願いします。

22 別紙３　図面
敷地形状がわかる配置図をご提供いただくこと

可能でしょうか。
可能です。町ホームページの質問・回答フォルダに追加いたします。

23
別紙５こばたけ

保育所案内
年間行事

下記の行事について具体的な内容をご教示くだ

さい。

5月親子旅行、8月年長児夏季保育　10月ふる

さとフェア参加　1月お年玉をもらう日

５月　親子旅行　　　　　　問12参照

８月　年長児夏季保育

　年長児が思い出作りの目的で、自分たちが計画して夕方から19時くらいまで開催して

います。内容は、クッキング、きもだめし、宝探し、すいかわりなど行いました。

10月　ふるさとフェア参加　問18参照

１月　お年玉をもらう日

　日本の文化を体験することを目的の一つとして、1月からこま回しを行っています。そ

れに使うコマ(年齢に応じたもの）をお年玉として保育所から贈っています。

24
別紙５こばたけ

保育所案内
毎月の行事

尿検査（年１回）は運営基準上必須でしょう

か。

本町の町立保育所では、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令

第63号）第12条及び令和７年９月16日通知の「保育所等における低年齢児の健康診断に

ついて」に基づき実施しています。尿検査についても同様です。

25
別表1応募書類

一覧
2③健康診断結果報告書

全職員分必要でしょうか。1名分でよろしいで

しょうか。

この項目の◆賃金台帳・有給休暇管理簿・・・で提出いただく方のものをお願いいたし

ます。

26
別表1応募書類

一覧

2③健康保険・厚生年金

保険被保険者標準報酬

月　額決定通知書(一

部）

いつ時点、何人分の書類が必要でしょうか。 令和7年4月時点、問25の方のものをお願いします。


